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研究要旨： 

 大規模イベントにおいては、多数傷病者事故、テロその他多くの事象が起こり、それに

よって精神的な問題が出現する。海外の災害精神保健医療対応・体制について、聞き取り

調査や文献調査から知見を得た。世界の災害精神保健医療対応の基本的構造はトラウマテ

ィックストレス対応と中長期支援である事が認識された。急性期～中長期の精神的対応へ

の配慮が必要である。各地域での災害精神保健医療に対応する人材の育成は必要である。 

中長期の地域の復興、もしくは地域の文化を再度、そして新たに創造し、作り直すデザ

インをする力が災害精神保健医療担当者には必要である。地域のレジリエンスを活かし

て、活発に行う事が求められる。過去の災害、海外の災害、テロ、海外の戦争の経験、日

本の戦争の経験、データを解析し、精神的対応を構築していくことが求められている。 

Ａ．研究目的 

1．はじめに 

 日本において、大規模イベント時の公衆

衛生・医療に関するリスクアセスメント及

び対応の標準化が求められている。精神的

な課題についても、同様に影響がある。一

般的な災害においても、急性期の対応から

メンタルヘルスの課題や精神医学保健福祉

の課題があがっている。多数傷病者が出る

テロやイベント時の事故でも、その観客、

参加者、スタッフ、地域住民においても同

様のメンタルヘルスの問題が出現する。 

 昨今、自然災害のみならず、人為災害が

増えている。多数傷病者が出る事件がニュ

ースを騒がせることも少なくない。海外で

はイスラエル、ウクライナを始め、多くの

地域で戦争、紛争が起こっている。日本に

とっても決して対岸の火事ではない。他国

から発射されたミサイルが日本の上空を越

えていく事も少なくない。韓国イテウォン

のハロウィーンでの群衆雪崩が事件として

クローズアップされ、2001 年明石花火大会

歩道橋事故での群衆雪崩が以前日本で起こ

った事が再度注目された。2008 年の秋葉原

通り魔事件では 7 人が死亡、10 人が重軽傷

を負った。日本の首相が銃撃・襲撃される

事があった。2001 年の大阪府池田市の大阪

教育大学附属池田小学校で発生した無差別

殺傷事件では多くの小学生が亡くなった。

地下鉄サリン事件では多くの被害者が出

て、その後遺症に今も苦しんでいる人がい

る。これらの事件、災害の後には精神的な

影響が被害者、被災者、その家族などに起

こる。それだけではなく、社会にも強い影

響を示す。 

 その時のメンタルヘルス保持の体制を考

慮する必要がある。 

Ｂ．研究方法 

 日本の過去の大規模災害の精神保健医療

領域でのリスクマネジメントについての情

報を集積し、また海外の同領域についての

経験を報告書、論文、実際の担当者に聞き

取りを行う。そこから出てきた課題を検討
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し、今後の日本の同領域の体制を想定す

る。 

（倫理面への配慮） 

 本研究は政策研究であり、倫理面での特

段の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

1．現時点での体制 

 現時点では地域が限局した事件が起こっ

た場合、精神的な対応は、その地域の精神

科、心療内科、プライマリケアの診療科、

内科などの地域医療体制によって対応され

る事が多い。また各地域の精神保健福祉セ

ンターが対応する事もある。学校で起きた

事件であれば、学校のカウンセラーや外部

委託された精神心理専門職が対応する事が

ある。池田小学校ではその時の小学生が成

長するまでフォローアップ体制が取られて

いた。 

 このような事態を事前に想定して体制整

備を作成しているところは決して多くはな

い。一方、事業継続計画（BCP）として、含

めている施設もあれば、基本的には自然災

害をベースにしたものが多い。日本では、

海外に比較して人為災害の想定が様々ある

ので想定しづらい事もあるとは考える。 

 ただ海外の体制から学習して体制整備を

することは可能である。 

 一方、その精神的支援の継続期間は、行

政の判断や、金銭的な問題で終結せざるを

得ない現状もある。地下鉄サリン事件で

は、地下鉄利用者は、東京都民のみなら

ず、関東各地など広範なところの利用者が

いた。都道府県単位での支援がしにくい点

もあった。このため、NPO がその支援をし

て、現在も継続しているが、寄附などによ

ってまかなわれており、事業継続は行政ベ

ースでないので、安定しにくい。 

 

2．課題  

 前章で述べたように、精神心理的支援

は、広域の自然災害であれば、行政、災害

救助法に基づいた支援などを受けやすい。

一方、人為災害、多数傷病者が出る事件・

事故では安定した支援体制は取りにくい課

題がある。 

 ①サポート体制の母体をどこにするか？ 

 ②資金源は？ 

 ③人的資源は？ 

 ④専門家や対応スタッフの育成はされて

いるのか？ 

 ⑤対象者は？ 

 ⑥対応期限は？ 

このような事が事前に準備されておらず、

場当たり的な対応になりやすい。また、対

応されずに、経過することもある。 

 

3. 海外の対応 

 視察した視点から報告する。 

① イスラエル 

 イスラエルでは、地中海の方面以外は、

敵国であるといわれ、実際に紛争が持続的

に継続しており、テロ、戦争で多くの犠牲

者を出している。この中でメンタルヘルス

の専門家も多く、その対応、啓発をしてい

る。 

 イスラエルのムーリ・ラハド氏（Mooli 

Lahad, PhD）はテル・ハイ大学の心理学教

授であるが、作成した BASIC Ph が日本では

よく知られて研修も行われている。イスラ

エルで市民のストレスケアと予防に取り組

んできた中で生まれた援助モデルが「BASIC 

Ph」である。 

 人は危機に直面した時、様々な対処(コー

ピング)方法を用いており、それ

は,Belief(価値・信念)、Affect(感情・情

動)、Social(社会的)、Imagination(想

像)、Cognition(認知)、Physiology(身体)

の 6 つのチャンネルに分類できる。どの対

処チャンネルが主に用いられるかは危機に

ある人々の置かれた状況や彼らが属する文
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化、あるいは個人の特質や好みによって異

なるとされる。BASIC Ph アプローチとは、

主に用いている対処チャンネルを知り、そ

れに合わせて援助を行うことで、彼らのレ

ジリエンスを引き出す援助モデルである。

支援者支援などに幅広く活用できるとされ

ており、日本で研修が行われている。 

 イスラエルのテルアビブ大学の Rony 

Breger 氏が「Dealing with stressful and 

traumatic situations: Basic 

intervention skills」というプログラムを

作成し、トラウマティックストレスへの対

応教育をしている。戦争が継続的に行われ

ている地域であり、他にも様々な専門家が

存在している。   

 保健省の中に、トラウマ対応の精神保健

の分野がある。教育・啓発も幼児から始ま

り、高齢者まで行われる。動画などの作成

やプログラムが作成されている。また災害

時 戦争時には電話などの相談先がまず立

ち上がり、不安に対して対処をする。 

 PE、CPT、EMDR ソマティックエクスペリエ

ンス、TFT その他多くのトラウマティックス

トレスに対する技法を持つ専門家も多く存

在する。 

 また COVID-19 時もイスラエルの対応はワ

クチン接種を含め、迅速であったが、これ

はテロ、戦争、紛争を国難とすぐに判断

し、国力が低下しないよう、列強から侵略

されないよう、最善の判断をする人材が育

っていて、そのリーダーシップによって迅

速に動いている。 

 日本に比べて小さい国であり、また国防

と、行政が近いこともあり、国民の安全を

守ることに対して、多くの税金が遣われて

いるところも差があると考える。 

 

② 韓国  

 韓国は戦争の影響や事件・事故に対して

の対応がある。徴兵制があるため、トラウ

マティックストレスに対する関心は高い。

精神領域のトラウマセンターも存在してい

る。 

 2024 年 1 月に韓国のナショナルトラウマ

センター（National Center for Disaster 

and Trauma）に見学にいく機会を得た。

MINYOUNG SIM 医師等から、韓国の災害精神

対応について話を聞いた。韓国に K-DPAT と

いう組織はある。日本のように急性期に派

遣されるチームではなく、中長期のトラウ

マティックストレスへの対応ができる専門

家集団である。 

 韓国では個々人のトラウマティックスト

レスへの対応を考えている。そのため韓国

トラウマティックストレス学会（KSTSS）で

は、トラウマティックストレスの専門家が

多く入って介入している。イテウォンのハ

ロウィーン群衆雪崩、セウォル号事件など

で活動している。セウォル号事件が転換期

で、そこで KSTSS が立ち上がり、トラウマ

ティックストレスへの対応が一気に進ん

だ。メンバーは単純に精神科、心理職とい

うだけでなく、トラウマティックストレス

の専門家が多い。また精神保健福祉士、心

理士、精神科医が中心である。持続暴露療

法（PE）、認知処理療法（CPT）、EMDR、ソ

マティックエクスペリエンシング（SE）な

どのトラウマティックストレス対応の技法

を習得している人が存在し、被災者への対

応をしている。自然災害に多く入るという

わけではない。 

 ナショナルトラウマセンターと KSTSS と

の密接な関係があり、相互的な協力体制が

できていて専門家が派遣しやすい環境があ

る。 

 また韓国では精神心理の専門家は、基本的

には、被災の急性期に派遣されるわけではな

い。ある程度状況が落ち着き、各地の保健セ

ンター（精神関連の保健所に当たる地域組織）

からの依頼があってから災害精神バスの派

遣や安全な場所でのカウンセリング、EMDR な

どの精神心理療法を行う。災害精神バスは、
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中にカウンセリングルームや、自律神経の測

定器など、精神心理支援が出来るシステムが

搭載されており、そのバス自体がカウンセリ

ングルームとなり、対応出来るようにセッテ

ィングされている。リラクゼーション、呼吸

法、ヴァーチャルリアリティ（VR）でのトラ

ウマリリースの装置等を積載している。HDR

心拍変動の測定器もある。全国のセンター、

日本で言うメンタル保健所があり、依頼があ

ればこの一台で全国を回る。ニーズがあれば

その場所に長期にとどまる事もある。ナショ

ナルメンタルヘルスセンターが保有してい

る。その後ハイリスク者、投薬が必要な人は

精神科医に繋いでいく。また基本的な対応は、

サイコロジカルファーストエイド（PFA）が中

心的に教育されており、基礎を担っている。 

 

③ フランス 

 フランスには Les cellules d’urgence 

médico-psychologique (CUMP)という精神心

理のシステムがある。医療心理救急室

(CUMP)は、フランスにおいて、壊滅的な事

故、災害、さらには攻撃などの集団的な緊

急事態に精神的に損傷を負った 人を早期に

治療するための特定の医療システムを構成

している。CUMP は SAMU の枠組み内に介入

し、地域保健機関(ARS)の責任下に置かれて

いる。CUMP は部門別に分かれており、全国

的な医療心理緊急ネットワークとして組織

されている。 

 実装として、CUMP は、パリの RER B 線か

らセントポール駅への攻撃を受けて、共和

国大統領ジャック・シラク大統領の指示を

受けて、緊急人道活動担当国務長官ザビエ

ル・エマヌエリが精神科医ルイ・クロック

と協力して創設した。 

・組織と運営 

 CUMP は、SAMU の主導により、CUMP を調

整する精神科医の同意を得て発動される。

これにより、適切な介入システムが設定さ

れる。これには、CUMP チームが SAMU とと

もに災害現場に行くことができる即時介入

が含まれる場合もあれば、延期された介入

が組織される場合もある。ちなみに SAMU は 

Service d‘Aide Médicale Urgente（緊急

医療援助組織のこと）である。 

 目標は、集団災害の際に「精神的に損傷

を受け、極度のストレス状態にあり、ショ

ックを受けた人々」をケアすることであ

る。CUMP は特に、パニックなどによって自

分自身に危険が及ぶ人々を特定し、治療す

る。CUMP は、必要な人々を長期間監視する

ことを目的としたものではない。これらは

その後、彼らの世話をしてくれそうな専門

家に向けられる。CUMP は、国民保護局やフ

ランス赤十字社の社会心理学的救助隊員な

ど、他の救助部隊と緊密に連携している。 

 CUMP はさまざまな地理的レベル (地方か

ら全国まで) で組織されており、さまざま

なレベル間の調整が確保されており、災害

の重要性に応じて十分な数のボランティア

を確実に動員することが可能である。 

（https://sante.gouv.fr/prevention-en-

sante/securite-sanitaire/article/les-

cellules-d-urgence-medico-

psychologique-cump） 

・CUMP 部門 

 この種の緊急事態のために特別に訓練を

受けた心理ケアの専門家 (精神科医、心理

学者、介護士、精神科の経験を持つ看護師) 

のボランティアで構成されている。部門ご

とにボランティアのリストが作成され、地

域保健局が管理する。勤務先の病院によっ

て提供される公共サービス（公共サービス

の使命を遂行する公立または私立病院）の

ために働く職員である。 

 基本的に、各部門の CUMP は、要求に応

じて動員されるボランティアのみに依存し

ており、常駐のスタッフはいない。ただ

し、特定のリスクが存在する部門では、地

域の CUMP と同じ人員リソースを持つ「強

化 CUMP」を設立することができる。 
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たとえば、アルプ・マリティーム地方で

は、交通量の多い国際空港（フランスでは 

2 つの空港に次いで 3 番目に大きい）の存

在により、以前から(2016 年 7 月 14 日の

攻撃のかなり前から) CUMP が強化されてき

た。（パリ地方）。 

・CUMP 地域 

 各地域には、ARS によって任命された調

整精神科医によって管理される常設の CUMP 

がある。それは地域の首都を収容する部門

に拠点を置いている。つまり、すべての地

方首都には常設の CUMP が設置されており 

常設の CUMP には、精神科医 1 名（調整精

神科医用） + 医療秘書 1 名という専任ス

タッフが割り当てられている。調整精神科

医は、管轄下にある部門のボランティアリ

ストを最新の状態に保ち、これらの部門へ

の介入要請に応じ、当局や部門および地域

の救急サービスと連携してこれらを組織す

る責任を負う。この地域の強化された CUMP 

の場合、独自の調整精神科医がおり、これ

らのタスクが割り当てられる。地域コーデ

ィネーターは、地域の援軍を組織する。 

・ゾーン CUMP  

 防衛安全ゾーンの本部として機能する地

域の調整精神科医も、ゾーンレベルでの 

CUMP の調整をする。その結果、防衛ゾーン

本部を調整する精神科医は必然的に部門、

地域、ゾーンのコーディネーターという 3 

つの役割を持つ。 

・国家コーディネーター 

 国家調整官は保健大臣の命令によって任

命される。地域外の増援が必要な例外的な

事態が発生した場合の調整が確保される。 

たとえば、2016 年 7 月 14 日にニースで

起きた攻撃の後、システムを数週間維持す

る必要があり、定期的な更新を確実にする

ためにかなりの数のスタッフ調整が必要に

なった。 

・他の計画との調整 

 大惨事の状況では、CUMP は通常、災害自

体を管理する緊急計画と並行して実施され

る。ホワイト プラン、ノビ プラン(犠牲者

向け)、特別介入計画、ピラトックス プラ

ン、被害者は CUMP に紹介され、医療トリ

アージ後被害者がこの構造によってケアさ

れ、負傷した被害者は医療チェーンによっ

てケアされる。 

・評価 

 これらの介入は体系的に提供されるた

め、心理学者や精神科医の存在が、望まし

く有用であるかどうかを被害者に尋ねるこ

とができる。これは、2004 年 12 月 26 日

のインド洋地震の危機の間にロワシーで世

話された生存者を対象に実施された論文研

究で行われた。6 か月後に再び面会した生存

者を対象としたこの研究によると、最初の

面談には重大な(15%)または部分的な(59%)

の救済効果があり、97%が注意深く話を聞い

てくれて対応できると判断し、65%が適切な

時間があったと回答した。 

 Didier Cremniter 教授が議長を務める作

業グループによると、中規模の災害は重度

の解離性症状の 20～30% を引き起こすとの

ことであった。2015 年 11 月 13 日の攻撃で

は、70～80% に急性の精神的トラウマ症状

が出現した。攻撃後の 3 週間で 5000 人～

6000 人が治療を受け、1 年後も 600 人が追

跡調査を受け続けた。 

 2015 年 6 月 1 日から 10 月 30 日まで、

2015 年 1 月のテロの影響を測定するため、

IMPACT（攻撃後の外傷性症状の調査と治

療・支援ケアの調査）と呼ばれる疫学調査

を立ち上げている。ケアとサポートのルー

トを保っている。 

 攻撃（テロ）による心理的影響は深刻

で、事件の 20% で精神活性物質 (アルコー

ル、タバコ、大麻) の摂取量が増加し、32% 

の人が仕事を中止し、11% がその後職業活

動に戻れなくなった。20% が心的外傷後障

害（PTSD）、20% がうつ病、30% が不安障
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害に苦しんだ。早期（攻撃後の 1 週間）に

治療を受けた人々は、他の人々に比べて問

題の数が半分ですんだ。 

 2015 年 11 月のテロ攻撃の後、CNRS、

Inserm 、 HeSam 大学によって、2015 年 11 

月 13 日のテロ攻撃によって直接的または

間接的に影響を受けた 1,000 人の人々を 10 

年間追跡する「11 月 13 日」と呼ばれる研

究プログラムが開始された。「11 月 13 

日」プログラムの構成要素の 1 つは、サン

テ・パブリック・フランスがパリ大学と協

力して実施した「ESPA 11 月 13 日」疫学

研究 1 であり、この研究は、直接直面して

いる人々の健康への影響とケア経路を長期

的に調査することを目的としている。 

・他のアプローチ 

 他のヨーロッパ諸国（ベルギー、スペイ

ン）では、被害者への支援は医学的でも心

理的でもなく、地域社会に基づいている。

これは心理社会的サポートの訓練を受けた

ボランティアによって実施される。 

・CUMP の介入例 

-2001 年 

トゥールーズの AZF 工場での災害時の住民

支援。すぐにいくつかのセル（市庁舎、企

業セル、病院内）が設置され、その後 SAMU

の CUMP によって設立された。 

-2004 年 

シャルム・エル・シェイク航空事故の犠牲

者の家族への支援 。 

コートジボワール危機 ：フランスでの介入

（生存者の受け入れ）とコートジボワール

での介入。 

2004 年 12 月 26 日にインド洋で発生した地

震 ：フランス（生存者の受け入れ）、タ

イ、スリランカでの介入。 

-2005 年 

西カリブ航空 708 便の犠牲者の家族への支

援。 

-2006 年 

イスラエル・レバノン紛争中のロワシー・

シャルル・ド・ゴール空港でのレバノンか

らの帰国者の受け入れ。 

-2015 年 

2015 年 11 月 13 日にフランスで起きた襲

撃事件 

まとめると CUMP は欧州テロに対応し、 

大統領がテロへの身体のみならず精神的な

負担に対して、作成を指示している。 

特に都市（テロが起きやすい）で発動出来

るような体制があり、フランス全土をカバ

ーできるようになっている。１ユニットは

精神科医、看護師、心理士から成り立つ。 

 

④ アメリカ 

 災害後の精神的なサポートが必要な場合

の相談システムとして、災害遭難ヘルプラ

イン (DDH) があり、生存者、対応者、その

他自然災害、人為災害に関連する苦痛やそ

の他の精神的健康上の懸念に苦しむ米国内

のすべての人を対象とした、24 時間年中無

休、多言語による危機カウンセリングおよ

び精神的サポートのリソースがある。800-

985-5990 に電話またはテキストメッセージ

を送信して、訓練を受けたメンタルヘルス

専門家に連絡することができる。 

 アメリカ手話 (ASL) ユーザーは、テレビ

電話を通じて 800-985-5990 に電話して、

ASL の訓練を受けた DDH カウンセラーに接

続したり、次の DDH Web サイトから「ASL 

Now」オプションにアクセスしたりすること

もできる（ https://www.samhsa.gov/find-

help/disaster-distress-helpline）  

 薬物乱用・精神保健サービス局 (SAMHSA) 

は、Disaster App があり、災害後の影響に

対処するために利用できるリソースについ

て学ぶことができる。 

・アメリカの災害システムを紹介する。 

ＦＥＭＡ（連邦緊急事態管理局）は大規模

災害発生時の中心的調整機関で、民間防

衛，自然災害，技術災害のすべてを統一的
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にあつかっている。主な任務は、軍への給

水車の手配や赤十字、救世軍などへの避難

所設置依頼などの連絡、調整である。最大

の特徴は、被災者個人に直接、小切手を配

る経済支援活動である。 

 ＮＤＭＳ（国家災害医療システム）は戦

争、原発事故などあらゆる災害を想定した

もので、これを支える実働組織がＤＭＡＴ

（災害医療支援チーム）である。ＤＭＡＴ

は救急処置をするだけだが、現場で手術な

どが必要とされる場合は、移動式緊急手術

病院がＮＤＭＳによって用意される。医療

機関同士の広域的な連携態勢も確立されて

いて、勤務する病院が壊れた場合、医師ら

はどこの病院にいって手伝うかなども決め

られている。精神ニーズがある場合は、専

門家がこれらシステムに追加され、必要が

なくなると終了する。 

DMORT(ﾃﾞｨﾓｰﾄ)とは Disaster Mortuary 

Operational Response Team の略で「災害死

亡者家族支援チーム」。米国では災害時に

派遣されて個人識別、身元確認などを主な

業務としている。日本では災害直後から死

亡者の家族支援を行うことを目的としてい

る組織。 

 米国には DMAT、DMORT はあるが、DPAT は

ない（DPAT は日本のオリジナルである）。

DMAT に精神医療が必要であれば追加され

る。またサポートは連邦政府や、各州など

で行われる。民間レベルの避難所では、メ

ンタルヘルストリアージをして、ハイリス

ク者はつないで対応する。ボランティアベ

ースのメンタルヘルスサポーターも多い。 

アメリカ赤十字もメンタルヘルスの連携が

強固である。 

 

⑤ タイ 

 タイでも災害精神対応がある。 

 Psychological Thailand と名付けら

れ、以下の ABCD に沿った対応がされる。 

Agression 

B (suicidal Behavior) 

Confusion 

Depression 

に対して対応がされる。これらに対して、

それぞれ重症、中等度、軽度、問題なしと 4

つにわけて評価をする。またそれぞれにあ

わせて対処をする。 

 ある意味心理的トリアージ法であり、自

殺企図において、入院や相談、評価を行

う。怒り、混乱、抑うつに対しても、尺度

を利用し、評価が偏らないようにする工夫

をしている。また支援者支援に関しても注

意が払われている。サイコロジカルトリア

ージ、サイコロジカルファーストエイド、

支援者支援が必要と考えられている。 

 

⑥ 海外の対応と日本の対応 

 日本との比較では、日本は自然災害対応

がメインである。新興感染症も入ってきて

いるが、テロなど多数被害者が発生する事

態に対して、実際の各地域の整備体制には

まだ格差があり、十分ではない。 

テロや緊急時などの多数傷病者が出る事

件、事象において、日本では平時から想定

がしにくい点がある。またこれに関する訓

練も決して多くない。イスラエルや米国、

その他、紛争などに関与している国や軍が

ある国では、緊張感を持ってこの点は想定

しており、平時からの訓練を繰り返してい

る。 

 災害精神保健医療対応をする人材の育成

は、海外では軍の内部で主体的に行われて

いる事やトラウマティックストレスの専門

家が平時からの教育体制がそのまま人材育

成になっている事がある。またサイコロジ

カルファーストエイド（PFA）の考え方がベ

ースになっており、この教育普及は、海外

では基本教育事項になっており、一般市

民、それを支援するボランティア、公的支

援者、審理支援者などが教育を受けてい

る。ただ海外でもこれは全ての人にまだ十
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分に広がっていないが、日本に比べると、

広がりは進んでいる印象が強い。また、

DPAT は DMAT がベースになっていて、多くの

被災者への均一、取りこぼしのない対応が

あるように見受けられる。一方、教育体制

は、普段精神科では学習する事の少ない救

急医療、災害医療に関連したハード面、シ

ステム面での教育が多く、個々の疾患群に

対する対応は教育面では少なく、平時から

の精神医療スタッフの力量に依存する。こ

の点も今後教育内容や教育体制を強化して

いく必要があると考える。 

 日本のトラウマティックストレスへの対

応は、格差があり、日本において、トラウ

マティックストレスへの啓発は海外ほど盛

んではない。諸外国で、テロが日常的にあ

る国では、日本のうつ病対策のように、ト

ラウマティックストレスに対して Common 

disease として考えられており、関心も高

く、児童から高齢者まで、啓発・対応が行

われている国もある。 

  

Ｄ．考察 

 諸外国対応の聞き取り、文献による前述

の事項から、日本においても、諸外国の災

害精神保健医療体制から学習すべきことも

多いと考えられる。 

 自然災害において、日本の災害精神の対

応はかなり先進的であると考える。EMIS、

J-SPEED といった電子デバイスを利用した、

情報共有や情報管理のシステムは先進的と

考える。これを人為災害時にも応用出来る

事が望ましい。システムの管理が企業サイ

ドであることもあるので、個人情報の管理

や、システムの柔軟な変更更新に対応出来

るよう今後は公的な日本全体のシステムに

進化していくことが望ましい。そのための

資金獲得やステークホルダー間の意見調整

が必要である。 

 この中に精神的支援の項目もさらに追加

して個人情報の保護の観点で安全な情報共

有と効率的な情報活用が必要である。J-

SPEED においては精神保健医療に関しての項

目が DPAT や関係機関の調整の結果、すでに

含有されており実災害で稼動している。 

 

・望まれる精神保健医療体制 

① 東京オリンピックの経験の活用 

 2020 年の東京オリンピック・パラリンピ

ック開催中の、熱中症、電撃傷を始めとし

た大型スポーツイベント関連の事象の発生

の可能性と対応、また緊急事態時の多数傷

病者が発生した時の対応が協議され、その

実際の対応が為された。2020 年東京オリン

ピック・パラリンピック開催中の救急災害

医療体制に係る学術連合体（コンソーシア

ム）（AC2020）が、対応者の教育、対応を

行った。この中に、精神医療の中心的な学

会である日本精神神経学会がメンバーとし

て入り、検討を重ねた。以前は、精神科が

このような連合体に入ることはなかったの

で、一つの進化である。この中で、精神的

な面で啓発や学会での教育講演・シンポジ

ウムなどを行った。この経験や連携体制を

今後の緊急事態においても継続して体制が

維持されている。このシステムは今後の有

事の際にも機能すると考えられている。 

② 事件・テロ時の体制 

 事件・テロ時の体制としては、緊急時に

事件の現地での対応というよりは、精神的

な対応の依頼があった時に対応できるシス

テムを構築しておく事が重要である。 

 テロ時に、対応装備が無い状態で対応員

が現地に行って対応するということが危険

な可能性も多く、新しい被害者が出る可能

性もある。海外ではそのような事態におい

て、病院や医療者が攻撃のターゲットにな

ることが見られている。安全の保たれたグ

リーンゾーンに搬送された被害者に対し

て、支援、対応する事がまずは望ましいと

考える。安全性の担保と二次被害を最小限

に抑えることも、体制としては重要であ
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る。感情的にならず、危機管理とバランス

のとれた冷静なシステム稼働が求められ

る。また病院でのバックアップ体制として

の精神科の対応が現実的である。地域リエ

ゾン体制を作ることも望ましい。また被災

者、被害者、その家族、市民、メディアか

ら医療者が怒りを向けられたり、誹謗中傷

を受けることもある。新型コロナウイルス

感染症対応における初期の医療者への強い

感情が向けられ医療者が強く疲弊したこと

が実際に日本各地で起こったが、それに近

い事が起こり得る。その対応のために、支

援者支援という、医療者および関係者のメ

ンタルヘルスを守る対応システムを事前に

各地域で体制整備しておくことが望まし

い。すでに、災害精神の領域で DPAT の教育

や、実際の災害対応においてもこの支援者

支援はかなり重要な対応案件として挙がっ

ており、実際に多くの対応が行われてい

る。これをこのような緊急事態においても

その延長線上で行われる事が望ましい。一

方で課題もあり、災害なのか、国防に関わ

ることなのかなど、災害対策基本法や国民

保護法など法律での解釈や対応の基礎とな

る法律が何にベースとされているかによっ

ても対応が困難になることもあり得る。対

応にかかった費用支弁に関してもこの点の

配慮は大切である。 

災害派遣精神医療チーム（DPAT）はテロ

対策の研修が現在のところ存在しない。一

方、新型コロナウイルス感染症に関して

は、2020 年のダイヤモンド・プリンセス号

派遣、その後の精神科病院などのクラスタ

ー対応の必要性から、DPAT が実派遣されて

いる。DPAT の教育に感染症対応が入ってき

ている。想定外の緊急事態には、公的に対

応出来るチームは限られているので、DPAT

においても想定される事態に十分に備え

て、隊員を危険なリスクから回避させるこ

とも戦略的に配慮し、体制整備、教育体制

整備が望まれる。 

 2022 年知床遊覧船沈没事故は、多くの犠

牲者を出した事故であった。韓国のセウォ

ル号事件でも対応において、様々な批判が

出て、その後の災害精神保健医療対応が変

化したことは前述したとおりである。この

事件においても後日精神面での支援が必要

であったのではないかという報道があり、

議論があった。京都アニメーション放火殺

人事件では７０名の死傷者が出た。地域の

精神保健福祉センターや地域の精神・心理

専門職が対応したが、明確な体制は報道さ

れなかった。規模や事件の種類にもよると

考えられるが、各地域で可能な限り対応は

されているが、今後はある程度調整された

対応が求められてくるであろう。 

 精神・心理対応団体、対応者としては、

その地域の都道府県精神保健福祉センタ

ー、政令指定都市の精神保健福祉センタ

ー、精神科病院、総合病院精神科、精神

科・心療内科クリニック、そのほか精神・

心理系の支援者、ボランティアなどが対応

する。事前に協定がないと、緊急事態にす

ぐに体制整備をすることは難しい。また多

くの団体や個人が支援に名乗りをあげたと

しても、その登録や活動の把握がされない

こともある。多くの支援は、大変有用であ

るが、災害時には、普段とは違い、支援の

質のチェックが緩くなることもあり、傷つ

いた人々がこれ以上傷つかない・傷つけな

いような配慮・調整をされた支援が行われ

るようにする必要がある。 

 精神科救急医療としては、不安障害、適

応障害、急性ストレス障害、心的外傷後ス

トレス障害（PTSD）、不眠、焦燥などに対

しての対応が必要になる。医学的に説明出

来ない症候群（MUS）への対応も必要であ

る。原因が明確でないが症状が出現する身

体症状症への対応を学習しておく事も重要

である。避難所では統合失調症、認知症、

アルコール関連障害、自殺企図などの対応

も求められる。急性の自傷他害の案件で
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は、措置入院、医療保護入院の必要性やそ

の入院体制も必要である。 

 前述の調査結果からテロ時の教育内容・

体制としては、トラウマティックストレ

ス、急性ストレス障害、PTSD、悲嘆への教

育・啓発が必要である、 

 診療所、大学病院、総合病院精神科、精

神科病院、介護施設、学校、大学などの教

育機関、行政に対しても、災害精神の事前

教育は重要である。 

 3 つの重要な点として、 

1. 大規模イベント等開催機会中に、平時の

救急医療を圧排しないこと（平時の体制

整備を守り、イベント対応によって、平

時の医療体制が損なわれないようにする

こと） 

2. 大規模イベント等に参加・観戦などで集

まってくる大規模の人への医療体制をど

う提供するか？ （比較的身体リスクの

低い緑タグと判断された人、パニック、

不安、易怒的などの精神的な反応をする

人への対応、救急病院に緑タグと判断さ

れた人が集まる事への対応策） 

3. 多数傷病者受け入れ(MCI:Mass Casualty 

Incident)がおきたときになにをする

か？    （テロ、群衆雪崩などにお

いて、急性期、中長期の精神的なサポー

トのプログラムを作成して啓発する）  

 以上を考慮する必要がある。 

 精神的な対応としては、これに呼応して 

1. 平時の精神科医療を圧排しないこと、圧

排させないように事前に調整・準備・想

定・人的物的配備をしておくこと 

2. 痛みや緊急事態において、パニック、不

安になる人が増えて、医療者への過度の

アクセス・妨害が起こる可能性があるの

で、その対応 

3. 多数傷病者対応において、救急医療スタ

ッフを始め、すべての病院職員への負担

が増大し、メンタルヘルスの問題が急増

する。その際に急性期～中長期への支援

者支援の準備と対応。また精神心理スタ

ッフの負担が増えるのでそのラインケア

とセルフケアの準備・体制整備と実働対

応。 

・テロ時等緊急事態での精神的課題 

 パニック、不安、焦燥、抑うつ、自殺問

題、経済的困窮などがおき、集団パニック

にも注意が必要である。マスコミの報道の

影響も受けやすいので、ルーモアコントロ

ールが重要になる。日本全土が抑うつ、怒

り、不安に巻き込まれることがある。   

 COVID-19 パンデミックでの混乱があった

が、その状況に近い事態も想定される。 

 トラウマティックストレスの問題、急性

ストレス反応（ASR）、急性ストレス障害、

心的外傷後ストレス反応（PTSR）、PTSD の

問題が出現する。 

 それに対して、平時からのトラウマ対応

も考慮に入れたトラウマインフォームドケ

ア（TIC） を含めた、災害時のトラウマ、

こころの傷への教育が求められる。 

 また発災後の、教育、啓発、マスコミへ

の対応、協働が必要である。報道に対して

は、事前に啓発の記事や番組を作成する事

もあるが、多くは、何か事件があった後

に、取材、報道が一気に増える。良い点も

多いが、時に不安をあおってしまうことも

ある。反応しすぎずに、現状を冷静に判断

し、集団パニックをあおらないことも重要

である。 

 

Ｅ．結論 

・日本に求められる体制 

 平時からの感染症対策のように、緊急事

態が起こってからでは対応では後手後手に

まわり、対応が遅延するので、緊急事態に

おけるメンタルヘルスを守る事ができるよ

うな、組織体の持続的な維持が必要であ

る。またせっかく育てた人材が、数年の経

過で、他部署に異動になったり、対応経験

のある人材が退職する事が災害対応の現場
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でよく見受けられる。災害精神対応人材

は、各年代ごとに複数人育成すべきであ

り、その経験を次世代に継承する資料のア

ーカイブ化、継承プログラムの作成と、継

承を行う必要がある。過去の災害対応にお

いてもあれほど大きな災害を体験してもそ

の経験者がいなくなり、経験がゼロに近く

なることがよく見受けられる。 

 DPAT は現在、災害の急性期に対して中心

的に対応している。状況によって変化もあ

るとは考える。世界の災害精神対応の基本

的構造はトラウマティックストレス対応と

中長期支援である事が改めて認識された。 

中長期の対応への配慮も必要であると考

える。ただ基本的には中長期の対応は、各

被災地自治体、医療機関が中心的に行う事

は、過去の災害対応でも明らかであるの

で、各地域での災害精神リーダーを含む、

若い人材の育成は必要であり、またそれを

理解する、各地域の管理職の災害精神リー

ダーの育成も必要である。 

 中長期の地域の復興、もしくは地域の文

化を再度、そして新たに創造し、作り直す

デザインをする力が災害精神担当者には必

要である。地域のレジリエンスを活かし

て、活発に行う事が求められる。 

 COVID-19 罹患後精神症状の対応でも難渋

していたが、平時から身体症状症への対応

を学習しておくと良いと考える。また新薬

がすぐにでない場合、安全な補完的治療を

知っておく事も重要でコロナ禍で試され

た。東洋医学、西洋医学両面での教育・学

習、エビデンスのないところでの国民への

事件初期の安全な精神的な心理対応、精神

医学、心身医学アプローチの専門性を持っ

た人材を育成する必要がある。過去の災

害、海外の災害、テロ、海外の戦争の経

験、日本の戦争の経験、データを解析し、

精神的対応を構築していくことが求められ

ている。 
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